

１.申込要件
　次の要件をいずれも満たす中小企業者等であること。
ア　創業又は経営革新等を行い経営の向上を目指す意欲ある中小企業者等であること
イ　創業又は経営革新等経営の向上に係る目的あるいは目標が明確であること。
ウ　専門家派遣により、支援の効果が期待できる状況であると判断されること。
２.申込手続
　所定の「専門家派遣要請書」にご記入のうえ、公益財団法人わかやま産業振興財団（和歌山県中小企業支援センター）までご持参または送付下さい。ヒアリング、審査のうえ派遣の可否をお知らせします。
３.費用
　当財団が専門家に対して支払う謝金の１／３の費用を派遣を受ける中小企業者ご自身にご負担いただきます。
４.その他
（１）　派遣する専門家は、派遣要請を行う方、中小企業者等が登録専門家の中から指名することができます。なお、経営面からツーリズム、商品等企画まで幅広い分野にわたる登録専門家がいます。
（２）　派遣回数には予算上の制約があります。（派遣総時間数　３０時間以内）
（３）　受付は随時行っていますが、予算に限りがありますので事前にお問い合わせください。
※専門家派遣要請書及び登録専門家につきましては、下記のHPアドレスからご確認ください。
↓
＜専門家派遣HP＞　http://www.yarukiouendan.jp/hojo/shakens.html
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専門家があなたの問題解決をサポートします。


経営の向上を図ろうと考えている方、経営革新に取り組まれている方、新商品開発や新分野進出を目指している方など、意欲のある中小企業者等の皆様へ財団が登録している専門家を派遣します。





お問合せ及び書類提出先


〒６４０－８０３３


和歌山市本町二丁目１番地　フォルテワジマ６階


公益財団法人わかやま産業振興財団


　プロジェクトマネージャー　田中


経営支援部　産業支援班　　北又


TEL：０７３－４３２－３２２７


FAX：０７３－４３２－３３１４
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